
番
号

名

称

住

所

市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
に
対
し
て
特

定
中
小
企
業
者
の
認
定
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
期
間

4174

桜
井
鉄
工
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
清
田
区
平
岡
二
条
三

丁
目
九
番
一
号

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

4175

東
京
ゼ
ネ
ラ
ル
株
式

会
社

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
五

番
二
号

平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成

十
七
年
六
月
二
十
日
ま
で

4176

株
式
会
社
い
づ
み
荘

静
岡
県
伊
東
市
岡
広
町
二
番
二
十
一

号

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
か
ら
平
成
十

八
年
一
月
十
三
日
ま
で

4177

ム
ト
ー
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
大
須
二
丁
目

十
五
番
四
十
五
号

平
成
十
七
年
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
十

八
年
一
月
十
九
日
ま
で

4178

株
式
会
社
ホ
テ
ル
関

西

大
阪
府
大
阪
市
北
区
兎
我
野
町
九
番

十
五
号

平
成
十
七
年
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
十

八
年
一
月
十
七
日
ま
で

4179

株
式
会
社
文
楽

兵
庫
県
姫
路
市
飾
磨
区
野
田
町
百
二

十
七
番
地

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
二
十
日
ま
で

平成˜�年™月Ÿ日 火曜日 第›—™ 号官 報
〇
経
済
産
業
省
告
示
第
十
八
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

号
の
事
業
者
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

〇
特
許
庁
告
示
第
一
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
九
月
二
十
一
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
特
許
庁
以
外
の
国
際
調
査

機
関
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
の
た
め
の
口
座
及
び
調
査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

特
許
庁
長
官

小
川

洋

第
二
号
中
「
二
十
万
百
円
」
を
「
二
十
一
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
四
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
一
月
十
二
日
付

け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
を
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）

第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
Ｆ
`
301号

火
災
の
危
険
の
少

な
い
家
具
及
び
備

品（
マ
ッ
ト
レ
ス
）

船
舶
用
カ
ラ
ー

フ
ォ
ー
ム
マ
ッ
ト
レ

ス

株
式
会
社
イ
ノ
ア
ッ

ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅

南
二
丁
目
13番
４
号

第
4688号

作
業
用
救
命
衣

（
小
型
船
舶
用
救

命
胴
衣
の
要
件
に

適
合
す
る
も
の
）

（
膨
脹
式
）

Ｓ
Ｓ
`
１

藤
倉
航
装
株
式
会
社
東
京
都
品
川
区
荏
原
２
丁
目
４

番
46号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
五
号

次
の
型
式
に
係
る
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
型
式
承
認
は
、

船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年

十
一
月
一
日
付
け
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
Ｆ
`
244号

表
面
仕
上
材
（
表

面
床
張
り
材
）

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

ハ
イ
・
ソ
フ
ト

大
日
本
色
材
工
業
株

式
会
社

東
京
都
練
馬
区
豊
玉
北
六
丁
目

５
番
15号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
七
号

次
の
事
業
場
に
係
る
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
く
製
造
事
業
場
の
認

定
は
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
一
月
七
日
付
け
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
所
在
地

認
定
に
係
る
物
件
の
範
囲

ト
ー
ハ
ツ
マ
リ
ー
ン
株
式
会
社

本
社
工
場

長
野
県
岡
谷
市
神
明
町
三
丁
目
１
番
３
号
船
外
機
（
連
続
最
大
出
力
が

74キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
八
号

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
を
し
た
の
で
、
海
洋
汚

染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
十
五

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
海
洋
汚
染
防
止
設
備
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
Ｐ
`
586号

油
吸
着
材

Ｌ
Ｃ
`
Ａ
`
50

ダ
イ
ニ
ッ
ク
株
式
会

社
京
都
府
京
都
市
右
京
区
西
京
極

大
門
26番
地

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
六
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
事
業
場
を
製
造
認
定
事
業
場
と

し
て
認
定
し
た
の
で
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第

四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
所
在
地

認
定
に
係
る
物
件
の
範
囲

有
効
期
間

新
潟
原
動
機
株
式
会
社

新
潟
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
工
場
新
潟
県
北
蒲
原
郡
聖
籠
町
東

港
５
丁
目
2756
`
３

排
気
タ
ー
ビ
ン
過
給
機

平
成
16年

11月
25日
か
ら

平
成
21年

11月
24日
ま
で

大
晃
機
械
工
業
株
式
会
社

本
社
工
場

山
口
県
熊
毛
郡
田
布
施
町
大

字
下
田
布
施
209番

地
の
１

内
燃
機
関
の
潤
滑
油
ポ
ン
プ
平
成
16年

12月
１
日
か
ら

平
成
21年

11月
30日
ま
で

〃
〃

ボ
イ
ラ
ー
の
噴
燃
ポ
ン
プ

〃
〃

〃
燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ

〃
〃

〃
ビ
ル
ジ
ポ
ン
プ

〃
〃

〃
貨
物
油
ポ
ン
プ

〃
〃

〃
内
燃
機
関
の
冷
却
ポ
ン
プ

〃
〃

〃
消
火
ポ
ン
プ

〃
ト
ー
ハ
ツ
マ
リ
ー
ン
株
式

会
社
本
社
工
場

長
野
県
駒
ヶ
根
市
下
平
4495

番
地
９

船
外
機
（
連
続
最
大
出
力
が

74キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

に
限
る
。）

平
成
17年
１
月
７
日
か
ら

平
成
22年
１
月
６
日
ま
で
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